
　都市計画諏訪形浄水場地区地区計画を次のように決定する。

諏訪形浄水場地区地区計画

上田市諏訪形

約3.3 ｈａ

土地利用の方針
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　周辺の良好な住環境及び自然環境を保全しつつ、諏訪形浄水場の機能更新が
進められるよう、浄水施設の規制・誘導を図る。

建築物等の整備
の方針

・ 周辺の住環境を保全するため、建築物等の用途の制限について定める。

・ 日照を確保し、圧迫感の低減を図るため、壁面の位置の制限について定める。

・ 良好な住環境を保全するため、建築物の容積率及び建ぺい率の最高限度につ
いて定める。

・ 日照を確保し、良好な景観を形成するため、建築物等の高さの最高限度につい
て定める。

・ 長大な建築物による圧迫感や単調さを低減し、良好な景観を形成するため、建
築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定める。

・ 周囲に対する閉鎖感を低減し、緑が感じられる良好な市街地とするため、垣又は
さくの構造の制限について定める。

周辺の良好な住環境と自然環境との調和を図るため、敷地内の既存樹木は積極
的に保全を図り敷地内緑化に務める。

上田都市計画地区計画の決定（上田市決定）

名　　　称

位　　　置

面　　　積

地区計画の目標

　本地区は、上田駅から南約1.0㎞に位置しており、長野県の水道施設である諏訪
形浄水場が立地する区域である。また、周辺は一部田畑が残る良好な環境の低層
住宅地となっている。
　諏訪形浄水場は、昭和39年の初期建以降現在まで稼働し続けているが、今後長
期に及ぶ更新・耐震事業が必要となる施設が複数あり、安定給水を確保するため
にも円滑に事業を推進することが必要となっている。
　本地区計画は、地区周辺の低層住宅地の良好な住環境及び環境保全に配慮し
つつ、諏訪形浄水場が安定給水の確保に向けた機能を担うべき役割を果たすこと
ができるよう、浄水場機能の整備を図ることを目標とする。



現に存する樹林
地、草地等で良好
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　地区内の既存樹木は、良好な環境を確保するため、その維持と保全を図る。

垣又はさくの構造
の制限

　道路に面する垣又はさくの構造は、生垣、フェンスに沿って緑化したもの、又は透視性
があるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

１　高さ0.6ｍを超えない部分

２　浄水場の保安のために設けるもの
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土地の利用に関
する事項

　敷地面積の100分の10に相当する面積以上の緑化面積を確保すること。

建築物等の形態
又は色彩その他
の意匠の制限

　建築物及び工作物の形態、色彩及び意匠は、周辺の街並みに配慮し、以下のとおりと
する。

（1）周辺の良好な住環境及び自然環境との調和が図られるよう、落着きのあるものとする。

（２）建築物の外壁が長大な壁面となる場合は、形態や衣装の工夫により、圧迫感を感じさ
せないものとする。また、必要に応じ壁面緑化などにより、周囲の自然環境との調和が取
れるよう配慮する。

２　屋外広告物を設置する場合は、以下のとおりとする。ただし、市長が防災上又は安全
上やむを得ないと認めるものはこの限りでない。

（１）周囲の環境と調和し、かつ、住宅市街地にふさわしい街並みを形成するよう、色彩、
大きさ及び設置場所に配慮したものとする。

（２）自家用広告物及び公益上必要なもの以外の屋外広告物は掲出してはならない。

２　前項の規定は、前項の施工の際現に存する建築物で、前項の規定に抵触する建築物
の部分については、当該部分の増改築の時までの間は適用しない。

壁面の位置の制
限

　建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から隣地境界線までの
距離は、4.0ｍ以上としなければならない。ただし軒の高さが5.0m以下であるものについて
はこの限りでない。

２　前項の規定は、前項の施工の際現に存する建築物で、前項の規定に抵触する建築物
の部分については、当該部分の増改築の時までの間は適用しない。

高さの最高限度

　建築物の高さは、9ｍとする。ただし、公共公益上やむを得なく、かつ、景観及び周辺環
境に十分配慮されていると認められるものについてはこの限りでない。
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建築物の
用途の制限

　次の各号に掲げる用途以外の建築物は建築してはならない。

（１） 水道法第３条第２項に規定する水道事業の用に供する施設

（２）前号の建築物に附属するもの

（３）その他市長がやむを得ないと認めるもの

建築物の延べ面
積の敷地面積に
対する割合の最

高限度

10分の5



理 由

本地区計画案は、上田市の諏訪形地区にある、県の水道施設である諏訪形浄水場の約 3.3 ヘ

クタールの区域を対象に決定するものである。

地区計画対象区域である諏訪形浄水場は、用途地域が昭和 26 年に当初決定された後、昭和

39 年の初期建設以降現在まで稼働し続けているが、昭和 48 年に周辺住宅と一帯的に第一種住

居地域（現：第一種低層住居専用地域）が指定されているため既存不適格となり、施設の老朽化

対策や耐震化が大きな課題となっている。今後、段階的に施設の更新及び耐震化を進め、引続

き安全給水を確保していくことが求められている。

長野県の上小圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針における土地利用に関する方

針では、「既成市街地においては、地区内の開発・整備の状況や環境の変化に注視し、必要に応

じて地区計画等の制度を活用するなど良好な居住環境の維持に努める。」としており、今後予定

している浄水場の施設更新後も良好な住環境を維持していく必要がある。

上田市都市計画マスタープランの中で掲げた都市づくりの目標のうち「豊かな自然・文化にふれ

合える「安全・快適に暮らせる都市」」を実現するための施策の中で、安全な水供給に向け、老朽

化した施設の更新事業や耐震対策を推進する旨を謳っている。また、本計画地を含むエリアは都

市計画制度を効果的に活用して高層建築物の立地を抑制するなど、良好な低層住環境を守るル

ールづくりを検討することとしている。

このことから、本地区計画案は浄水場に隣接した低層住宅地の良好な住環境及び環境保全に

配慮しつつ、浄水場が安定給水の確保に向けた機能を担うべき役割を果たすことができるよう、

周辺と一帯的で良好な住環境形成及び浄水場機能の整備を図ることを目指している。

以上のことから、本案のとおり、諏訪形浄水場地区地区計画を決定し、良好で秩序ある土地利

用を図ろうとするものである。

なお、地区計画の決定と併せて、用途地域の変更を実施することにより、合理的な土地利用を

将来的に担保していくこととしたい。



都市計画の策定の経緯の概要

上田都市計画地区計画の決定（上田市決定）

事    項 時    期 備    考

長野県知事事前協議

公聴会の公告

地元説明

素案の閲覧

長野県知事事前協議回答

公聴会
(都市計画法第１６条第１項)

上田市都市計画審議会

長野県知事協議
(都市計画法第１９条第３項)

計画案の公告
(都市計画法第１７条第１項)

計画案の縦覧
(都市計画法第１７条第１項)

長野県知事協議回答
(都市計画法第１９条第３項)

上田市都市計画審議会
(都市計画法第１９条第１項)

決定告示
(都市計画法第２０条第１項)

令和 ５年 ９月１４日（木）

令和 ５年 ９月１５日（金）

令和 ５年 ９月２５日（月）

令和 ５年 ９月２７日（水）

令和 ５年 ９月２９日（金）～
       １０月２７日（金）

令和 ５年 １０月１３日（月）

令和 ５年 １０月２９日（日）

令和 ５年 １１月 ９日（木）

令和 ５年 １１月１６日（木）

令和 ５年 １１月２２日（水）

令和 ５年 １１月２４日（金）～
１２月 ７日（木）

令和 ５年 １２月１３日（水）

令和 ６年 ２月２２日（木）

令和 ６年 ３月 １日（金）

地元回覧、市ＨＰ

諏訪形公民館
（12名）
染屋自治会館（8名）

公述の申出がなか
ったため中止

市ＨＰ、市広報
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